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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年６月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１０月２日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 福井県おおい町赤礁
あかぐり

埼北東方沖 

 赤礁埼灯台から真方位０４１°６６０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３１.７′ 東経１３５°４０.５′） 

事故の概要  漁船勇成
ゆうせい

丸は、北北西進中、また、プレジャーボートSHIMOX
シ モ ック ス

Ⅲは、

錨泊中、両船が衝突した。 

 勇成丸は、船首部に擦過傷を生じ、また、SHIMOXⅢは、右舷船首部

に破口を生じた。 

事故調査の経過  令和４年１１月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 勇成丸、４.９トン 

   ＦＫ３－１０７８０（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９３ｍ（Lr）×２.６９ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３２３.６０kＷ、平成２年９月３０日 

   第２５１－１４１９０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート SHIMOXⅢ、５トン未満 

   ２５１－１７５３４福井、個人所有 

   ７.４７ｍ（Lr）×２.８８ｍ×１.６２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６９.２０kＷ、平成９年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年４月１７日 

    免許証交付日 平成２９年９月１５日 

           （令和５年３月２５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５０歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１９年８月１０日 

    免許証交付日 令和４年７月１５日 

           （令和９年８月９日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、はえ縄漁の目的で、令和４年 

１０月２日０４時１０分ごろ、おおい町の船だまりから法定灯火を点

灯して出航した。 

 船長Ａは、ＧＰＳプロッター及びレーダーの電源を投入し、操舵室

内に立って手動操舵に当たり、赤礁埼南方沖までＡ船を東進させた

後、左舵を取った。 

 Ａ船は、赤礁埼東方沖を約１１ノットの対地速力で北北西進中、船

長Ａが、右舷船首方約１海里に白色灯を多数点灯したいか
．．

釣りの遊漁

船らしき船舶１隻を認め、同船舶を見ながら航行を続けていた。 

 船長Ａは、レーダーを準備状態から送信状態に切り替えていないこ

とを思い出し、切替えボタンを押して顔を上げた直後、船首方至近に

白色灯を点灯したＢ船を認め、右舵一杯としたが、０４時３０分ごろ

Ａ船の船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、Ｂ船の乗船者に負傷者がいないことを確認した後、おお

い町の船だまりに帰航した。 

 船長Ａは、３日、本事故の発生を海上保安庁に通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人２人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、釣りの目的で、１日２１時３０分ごろ福井県小浜市所

在のマリーナを出航した。 

 Ｂ船は、２２時００分ごろ赤礁埼北東方沖の釣り場に到着した後、

錨泊して両舷灯を消灯し、船長Ｂ及び同乗者が釣りを開始した。 

 同乗者のうち１人は、２日０１時ごろ釣りを終えて操舵室内で仮眠

をとり始めた。 

 船長Ｂは、０３時ごろ同乗者のうちのもう１人と共に釣りを終え、

夜が明けて周囲が明るくなってから別の釣り場に移動しようと思い、

白色全周灯に加え、操舵室内に電池式ＬＥＤ型ランタンを取り付けて

点灯し、２人とも同室内で仮眠をとり始めた。 

 船長Ｂは、仮眠中、衝撃を感じて目を覚まし、周囲を見てＢ船とＡ

船とが衝突したことを知った。 

 船長Ｂは、同乗者に負傷者がいないことを確認した後、マリーナに

帰航した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  船長Ａは、本事故発生場所付近での航行経験が豊富であり、これま

で日中には多数のプレジャーボートを見掛けていたが、夜間には船舶
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を見掛けたことがなかったので、本事故当時、前路に他船はいないと

思い込んでいた。 

 船長Ｂは、夜間に本事故発生場所付近で釣りをした経験が約５回あ

り、これまで航行中の他船が錨泊中のＢ船を避けてくれており、ま

た、本事故当時、電池式ＬＥＤ型ランタンを点灯して操舵室内を明る

くしていたので、錨泊中のＢ船の存在に他船が気付いて避けてくれる

と思っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、赤礁埼北東方沖を北北西進中、船長Ａが、前路に他船はい

ないと思い込み、右舷船首方に認めた白色灯を多数点灯したいか
．．

釣り

の遊漁船らしき船舶を見ながら航行を続けていたことから、前路で錨

泊中のＢ船に気付くのが遅れ、右舵一杯としたが、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

 船長Ａは、これまで夜間に本事故発生場所付近で船舶を見掛けたこ

とがなかったことから、前路に他船はいないと思い込んでいたものと

考えられる。 

 Ｂ船は、赤礁埼北東方沖で錨泊中、船長Ｂが、錨泊中のＢ船の存在

に他船が気付いて避けてくれると思い、同乗者と共に仮眠をとってい

たことから、Ｂ船に向かって接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ｂは、白色全周灯に加え、電池式ＬＥＤ型ランタンを点灯して

操舵室内を明るくしていたことから、錨泊中のＢ船の存在に他船が気

付いて避けてくれると思っていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、赤礁埼北東方沖において、Ａ船が北北西進中、Ｂ

船が錨泊中、船長Ａが、前路に他船はいないと思い込み、右舷船首方

に認めた白色灯を多数点灯したいか
．．

釣りの遊漁船らしき船舶を見なが

ら航行を続け、また、船長Ｂが、錨泊中のＢ船の存在に他船が気付い

て避けてくれると思い、同乗者と共に仮眠をとっていたため、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船長は、航行中、前路に航行の支障となる他船はいないと思い込

まず、レーダーを活用するなどして周囲の見張りを適切に行い、

他船を見落とさないようにすること。 

 ・船長は、錨泊中、仮眠をとる場合は、同乗者と交替で仮眠をとる

などして継続的な見張りを行うこと。 

 ・船長は、事故が発生した場合、速やかに海上保安庁に通報するこ
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と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ船（錨泊中） 

事故発生場所 

（令和４年１０月２日 

 ０４時３０分ごろ発生） 

 

赤礁埼灯台 

福井県 

京都府 

滋賀県 

Ａ船 

遊漁船らしき船舶 

おおい町 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 


